
目

次

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
等
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
の
指
示
（
事

務

局
）
…
一

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
十
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
等
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

次
に
掲
げ
る
制
限
海
域
及
び
制
限
期
間
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を

使
用
し
て
行
う
マ
グ
ロ
、
ブ
リ
又
は
サ
メ
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

一

制
限
海
域

１

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
青
森
県
東
部
海
区
管
内
の
海
域

点
ア

青
森
県
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
出
戸
と
大
字
泊
と
の
境
の
高
磯
岩
礁
に
設
置
し
た
標
柱

（
基
点
第
九
号
）

点
イ

点
ア
か
ら
正
東
の
線
と
東
経
百
四
十
一
度
三
十
五
分
の
線
と
の
交
点

点
ウ

点
エ
か
ら
正
東
の
線
と
東
経
百
四
十
一
度
四
十
分
の
線
と
の
交
点

点
エ

尻
屋
崎
灯
台
中
心
点

２

１
の
点
ア
か
ら
正
東
の
線
以
南
か
つ
東
経
百
四
十
二
度
三
十
分
の
線
以
西
の
青
森
県
東
部
海

区
管
内
の
海
域

二

制
限
期
間

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
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